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　　　スポーツ安全保険とは

　　　　■ 初回加入時には５名以上の加入が必要ですが、追加加入の際には、1 名からでも手続きができます。

　（２）自宅から会場までの通常の経路往復中も対象となる。（㊟ 自動車事故による車両、対物および第３者のケ

　　　　がある。
　　

　（２）ＪＭＲＣ近畿登録クラブ・団体の所属クラブ員は、ＪＭＲＣ近畿登録会員であることを条件に加入するこ

４．補償対象範囲

　（１）ＪＭＲＣ近畿を通じてスポーツ安全保険に加入しているクラブが主催するイベント等に、同様にＪＭＲＣ

　（２）ＪＭＲＣ近畿を通じてスポーツ安全保険に加入していないクラブが主催する競技会等に参加する場合でも

　　　　急激で偶然な外来の事故により被った傷害（熱中症及び細菌性・ウイルス性食中毒を含む）による死亡・

　　　　か否かによらず対象となるので、クラブ主催の練習会・走行会・講習会・会議等も対象となり、自動車博

  財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険に、ＪＭＲＣ近畿はアマチュアスポーツ団体として加入する。

２．団体加入のメリット

  これにより、ＪＭＲＣ近畿登録クラブ・団体の所属クラブ員はクラブを通じて加入することができる。１クラブ

　（１）㈶スポーツ安全協会に対してＪＭＲＣ近畿が代表となり一括加入します。１クラブ５名以上で加入するこ

  ５名以上の加入を条件とする。

　　　　ことが、この団体保険を有効にする必須条件です。

　　
１．加入条件

　　　　象とならない場合がありますので、ご注意ください。

　　

３．補償期間

　（１）傷害保険

　（３）ＪＭＲＣ近畿登録クラブ・団体であっても、保険に加入していないクラブが主催するイベントは補償の対
　　　　ガに対しては補償の対象となりませんが、自身のケガに対しては傷害保険が補償の対象となります。）

本保険は、(財)スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続きを行なった５名以上のアマチュアの社会教育関係
団体の構成員を被験者（補償の対象となる方）として、東京海上日動火災保険(株)を幹事会社とする損害保険会
社９社との間に、傷害保険（突然死葬祭費用担保特約）、賠償責任保険を一括契約した補償制度です。

　　　　急性心不全・脳内出血等による、被保険者の突然死に際し、親族が葬祭費用を負担した場合

　　　　他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合

５．補償される内容

　　　　後遺障害・入院・手術・通院をした場合

　（２）賠償責任保険（自動車等の所有、使用または管理に起因するものは補償されない）

　　　　とができる。但し、プロドライバーの方は加入できない。

　　　　　最終的には保険会社の判断による。

　　平成２４年４月１日午前０時～平成２５年３月３１日２４時まで

　　　　一定の基準（活動の趣旨・参加人数等）を満たせばＪＭＲＣ近畿の団体活動として補償の対象となること

　　　　（例）クラッシュして骨折をした

　　　　（例）テント設置中にバランスを崩し第３者にケガをさせた

　　　　（例）クラブでの走行会中に脳内出血で死亡

　　　　■ プロドライバーとしての判断は、その活動のみで社会通念上、一般的な生活が成り立つことであるが、

　　

　　　　る場合も補償の対象となる。
　　　　物館の見学やドライブ会等でも良い。但し、ＪＡＦ公認競技会に限り、クラブの代表として１人で参加す

　（３）突然死葬祭費用保険

　　　　近畿を通じて加入している他クラブのクラブ員が参加する場合にも補償の対象となる。

　（１）スポーツ安全保険に加入している各クラブの団体活動が補償される。団体活動であればＪＡＦ公認競技会
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ＪＭＲＣ近畿事務局

ＪＭＲＣ近畿事務局

■郵送の場合

　　＊上記ホームページがご覧いただけない方は、同一内容のパンフレットをＪＭＲＣ近畿登録クラブ・団体の事務局
　　　担当者様へ送付させていただいております。

１３．その他

　　この案内に記してあるスポーツ安全保険については抜粋概要です。正式なものは「スポーツ安全協会規定」「スポ
　　ーツ安全保険のあらまし」および、あらましの ④「重要事項説明書」になります。
　「スポーツ安全保険のあらまし」および、あらましの ④「重要事項説明書」の内容を了承のうえ、お申込ください。

　　① 被保険者名

■E-Mailの場合
〔送信先アドレス〕insurance@jmrc-kinki.net
■ＦＡＸの場合
〔送信先番号〕０７２-６４５-１６６６

１１．申込要項

　《被保険者情報について》
　　① 加入依頼者名簿は、「スポーツ安全保険加入依頼書」を使用すること。
　　　※必ず指定の依頼書を使用してください。

!!"#$%&'()*+,-./%#012!"3456789:#%:;<=>?@A,BC
!8$%&'&'(.DEFGHIJKLMNOPQR)STUVSWXYZ[

　　　 さい。

　　＊「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」は、財団法人スポーツ安全協会のホームページに掲
　　　載されています。　http://www.sportsanzen.org/

〔送付先住所〕〒567-0034　

１２．事故が発生した場合

　　　　　　　大阪府茨木市中穂積２-１-５　ＪＡＦ関西本部内　ＪＭＲＣ近畿事務局宛

　　② クラブ名

【 申 込 先 】

【依頼書送付先】

　　◉ 事故が発生した場合は、直ちに次の事項をＪＭＲＣ近畿事務局までご連絡ください。

　　② 「振込掛金内訳」（振込金額との照合）は、間違いのないように記入してください。
　　③ 加入者依頼者名簿は、必ずフルネームを記入し、ふりがな・性別・年齢・登録会員番号も記入してください。

　　　※楷書で丁寧に記入してください。

　　※ 依頼書に不備がある場合は、担当者様へご連絡させていただき不備修正後に再提出となりますので注意してくだ

　　　（但し、シリーズ主催者の補助５名分については、登録会員未加入者は登録会員番号は未記入可）


